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第５章 計画の推進に向けて 
 

１ 推進体制 

本計画の推進にあたっては、学校教育、社会教育、家庭教育の関係者や、読書関係団体

の市民代表等から構成される「福島市子ども読書活動推進会議」により、計画の推進状況

の確認、検討等を行うとともに、総合的・計画的な推進体制の整備を図ります。 

 

２ 計画の進行管理 

子どもの読書に関係する庁内各課による「福島市子ども読書活動推進計画庁内連絡会議」

により、進捗状況を確認するとともに、施策の適切な進行管理に努めます。 

また、必要に応じ、図書館と関係各課で協議を行うことにより、施策の改善に努めます。 

  

３ 関係機関との連携 

関係行政機関とのより一層の連携強化に努めます。また、県立図書館や県点字図書館の

協力等も得ながら、近隣市町や学校図書館協議会など関係する諸団体と連携し、情報交換

を図りながら子どもの読書活動の推進に努めます。 

 

４ 地域との共創 

地域で活動する多くのボランティアと共創することで、持続性のある子どもの読書活動

の推進を目指します。さらに、書店などの民間事業者と幅広く連携・協力することにより、

子どもだけでなく大人の読書活動も含め、一体的に推進します。 

 

 

 

  


